
議案第６８号  
 
 

令和７年度 佐々町一般会計補正予算（第３号）  
 
 

令和７年度佐々町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。  
 
 
（歳入歳出予算の補正）  
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ８，０２２，５３０千円とする。  
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、  

「第１表 歳入歳出予算補正」による。  
 
 
                             令和７年１０月１４日 提出  
 
                                佐々町長  濵 野  亙  
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 18. 繰入金 580,105 5,000 585,105

  1. 基金繰入金 580,105 5,000 585,105

歳               入               合               計 8,017,530 5,000 8,022,530

歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

 10. 教育費 813,321 5,000 818,321

  2. 小学校費 253,251 5,000 258,251

歳               出               合               計 8,017,530 5,000 8,022,530



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１  総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

 18. 繰入金 580,105 5,000 585,105

      歳          入          合          計 8,017,530 5,000 8,022,530
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（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

 10. 教育費 813,321 5,000 818,321 0 0 0 5,000

歳     出     合     計 8,017,530 5,000 8,022,530 0 0 0 5,000

一 般 財 源
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２　　歳　入

（款）  18. 繰入金  （項）   1. 基金繰入金 （単位：千円）

節

区　　分 金　　額

  3. 財政調整基金繰入金 310,918 5,000 315,918 1. 財政調整基金繰 5,000

入金

　　 　 計 580,105 5,000 585,105

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

３　　歳　出

（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費 （単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金額

  3. 口石小学校 88,248 5,000 93,248 0 0 0 5,000 17. 備品購入費 5,000 給食用備品                          

管理費

　 計 253,251 5,000 258,251 0 0 0 5,000

－ 7 －

節

一般財源



 

 口石小学校給食用備品「真空冷却機」の故障について 

 

 

 １ 確認年月日  令和７年９月３０日（火） 

 

 ２ 故障の概要 

真空冷却機を使用しようとして機器を起動したところ、庫内温度が 30℃まで下がった段階でエラーが発生し、機器が緊急停止したた

め、メンテナンス業者に緊急点検を依頼した。 

 （異常発生の原因） 

① 真空冷却機の底辺部が腐食により脱落し、給水ポンプ本体が底辺へ脱落している。 

② 脱落した給水ポンプの異常により、機器内の運転制御装置が作動し、緊急停止に繋がった。 

 （修繕の可否） 

① 底辺部の腐食について、底辺板の修繕対応は、不可能な状況である。 

② 給水ポンプについても、部品の経年劣化により交換ができない状況である。 

 （機器の現状） 

① エラーが発生する度にスイッチを入れ直して使用はできているものの、いつ完全に停止するかわからない状況である。 

 

 ３ 真空冷却機が使用不可による影響 

   ①「給食施設等におけるＨＡＣＣＰ（ハサップ）導入の手引き／長崎県発行」に定める『ボイル後の野菜等をできるだけ短時間で冷

却（３０分以内に約２０℃、または１時間以内に約１０℃）し、低温で保管すること』の基準を満たすことができず、和え物やサ

ラダ等の給食提供ができない。 

   ② 和え物、サラダの提供不可により、炒め物に変更するなどの措置が必要になる。 

   ※参考【真空冷却機を使用する献立の回数】 

    ７月：給食提供１３回中、５回  ９月：給食提供２０回中、１０回  １０月：給食提供２２回中、９回 

  

令和７年９月定例会 
議案第６８号 
教育委員会資料 
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